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実
業
補
習
学
校
は
、
明
治
二
十
三

(

一
八
九
〇)

年
の「
小
学
校
令
」で
四
年
間

の
義
務
教
育
を
終
え
た
青
少
年
に
対
し

て
、小
学
校
教
育
の
補
習
及
び
簡
易
な
職

業
教
育
を
施
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置

さ
れ
ま
し
た
。繊
維
産
業
を
中
心
と
す
る

産
業
の
近
代
化
に
よ
り
、実
業
教
育
の
必

要
性
が
高
ま
っ
た
こ
と
が
背
景
と
さ
れ
て

い
ま
す
。明
治
二
十
六
年
に
は
文
部
大
臣

井
上
毅
に
よ
り「
実
業
補
習
学
校
規
程
」が

制
定
さ
れ
ま
し
た
。

当
館
に
は
、実
業
補
習
学
校
関
係
の
資

料
が
一
八
九
点
確
認
さ
れ
ま
す
。こ
の
う

ち
、「
秋
田
県
統
計
書
」に
は
明
治
二
十
九

年
か
ら
明
治
四
十
四
年
ま
で
に
設
置
さ
れ

た
実
業
補
習
学
校
の
学
校
名
、場
所
、創
立

時
の
科
目
、生
徒
数
な
ど
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。ま
た
、設
置
の
状
況
を
示
す
資
料
と

し
て
は
、明
治
三
十
九
年
の「
実
業
補
習
学

校
設
置
認
可
」、明
治
四
十
四
年
の「
実
業

補
習
学
校
認
可
書
類
」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

県
内
で
確
認
さ
れ
る
最
初
の
実
業
補

習
学
校
は
、明
治
二
十
九
年
に
設
立
さ
れ

た
八
森
村
岩
館
村
組
合
立
水
産
補
習
学
校

で
す
。次
に
横
手
町
の
私
立
平
鹿
義
塾(

商

業
補
習
学
校)

が
設
立
さ
れ
、明
治
三
十
年

代
後
半
か
ら
県
内
各
地
に
設
置
さ
れ
ま
し

た
。実
業
補
習
学
校
は
小
学
校
に
附
設
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
、日
曜
日
や
夜
間
、農
閑

期
や
冬
季
の
み
の
開
校
も
認
め
ら
れ
て
い

ま
し
た
。ま
た
農
業
補
習
学
校
が
多
く
、青

年
団
・
処
女
会
な
ど
の
組
織
と
も
結
び
つ

く
な
ど
、農
山
漁
村
の
青
年
教
育
機
関
的

性
格
が
強
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。都
市

部
で
は
商
業
補
習
学
校
の
設
立
が
見
ら

れ
、大
正
十
五
年
に
は
能
代
市
立
能
代
商

業
高
校
の
前
身
の
一
つ
で
あ
る
能
代
女
子

実
業
補
習
学
校
が
設
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

実
業
補
習
学
校
へ
の
就
学
率
、出
席
率

は
伸
び
悩
み
、県
は
市
町
村
へ
の
設
置
義

務
を
課
し
た
り
専
門
教
員
の
養
成
や
校
舎

建
設
の
補
助
な
ど
を
行
い
、昭
和
四
年
六

月
に
は「
秋
田
県
実
業
補
習
学
校
規
程
細

則
」を
改
正
し
て
、保
護
者
と
雇
用
主
に
、

青
少
年
を
就
学
さ
せ
る
こ
と
を
義
務
づ
け

ま
し
た
。ま
た
、昭
和
四
年
七
月「
実
業
補

習
学
校
の
青
年
訓
練
所
充
当
に
関
す
る
規

程
」が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。こ
れ
に
よ
り
設

備
・
指
導
内
容
・
教
員
な
ど
が
重
複
す
る
こ

と
が
多
か
っ
た
、青
年
訓
練
所
を
実
業
補

習
学
校
に
充
当
す
る
動
き
が
広
ま
り
、昭

和
十
年
四
月
の「
青
年
学
校
令
」施
行
に
よ

り
統
合
、廃
止
と
な
り
ま
し
た
。

現
在
、県
内
に
お
け
る
実
業
高
校
の
多

く
が
統
廃
合
の
対
象
に
な
っ
て
い
ま
す
。

高
校
教
育
の
場
に
お
い
て
、新
し
い
職
業

教
育
の
場
を
確
立
し
、時
代
に
対
応
で
き

る
道
を
示
す
事
が
求
め
ら
れ
て
い
る
現
代

に
お
い
て
こ
そ
、戦
前
に
お
け
る
実
業
補

習
学
校
の
功
罪
と
戦
後
の
高
等
学
校
創
設

の
精
神
が
活
か
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い

ま
す
。

（
公
文
書
班　

煙
山
英
俊
）

主な実業補習学校関係資料
資料名 簿冊完結年度 内　　容

秋田県統計書 明治29～昭和10 創立時の科目、場所、生徒数など

第三課学務掛事務簿 明治32～34
八森村・岩館村組合水産補習学校
授業料規則改正など

第二部学務課事務簿 明治38～39 実業補習学校設置認可など

実業補習学校設置認可 明治39

内務部教兵課事務簿 明治40～大正14 実業補習学校設置認可、教員任免など

実業補習学校教員辞令簿 明治43

実業補習学校認可書類 明治44

郡訓令乙号綴 大正1 実業補習学校費へ郡補助など

町村条例書類 大正2 植田村実業補習学校基本財産蓄積条例など

河辺郡達 大正3 実業補習学校及青年夜学会費補助規程など

実業補習学校教員資格認可書 大正3

郡訓練綴 大正7 農業補習学校補助書交付など

庶務係事務簿 大正7～8 実業補習教育普及について

実業補習学校奨励金交付書類 大正11

実業補習学校教員資格認可書類 大正12

郡市長会議書類 大正13 補習学校専任教員給補助など

教兵課事務簿 大正14 岩崎町実業補習学校建築認可申請

永年保存書類 大正14、15 実業補習学校設置、廃止認可など

規則改正綴 大正15 本荘実業補習学校学則変更認可申請など

学務課事務簿 昭和2、3 実業補習学校廃止、学則改正など

県参事会議案下調 昭和3 小学校教員補習費など

学務課事務簿 昭和4 国見農業補習学校を横沢農業補習学校に合併

水産補習教育補助書類 昭和5

﹁
実
業
補
習
学
校
関
係
資
料
﹂

資
料
紹
介
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﹁
米
沢
町
記
録
﹂
に
つ
い
て

資
料
紹
介

「
米よ

ね
ざ
わ
ま
ち
き
ろ
く

沢
町
記
録
」は
、
秋
田
藩
の
城
下

町
久
保
田
の
代
表
的
な
町
方
文
書
の
ひ

と
つ
で
す
。昭
和
四
十
一（
一
九
六
六
）

年
三
月
三
十
日
に「
古
文
書 

米
沢
町
記

録
」（
指
定
書
記
号
番
号
・
古
２
）一
二
三

点
と
し
て
秋
田
市
指
定
文
化
財
に
指

定
さ
れ
た
こ
の
資
料
群
は
、平
成
十
四

（
二
〇
〇
二
）年
三
月
、原
所
蔵
者
か
ら
寄

贈
の
申
し
出
が
あ
り
、秋
田
県
公
文
書
館

の
所
蔵
と
な
り
ま
し
た
。

資
料
の
一
部
に
劣
化
損
傷
が
み
ら
れ

た
た
め
、平
成
十
六
、十
七
年
度
に
修
復

を
施
し
、整
理
作
業
を
進
め
ま
し
た
。受

け
入
れ
時
点
で
全
一
二
三
点
の
資
料
群

が
、枝
番
号
を
施
す
な
ど
の
整
理
の
結

果
、全
一
七
七
点
の
資
料
群
と
し
て
、平

成
十
九
年
か
ら
一
般
に
閲
覧
公
開
と
な

り
ま
し
た
。

米
沢
町（
現
在
の
秋
田
市
楢
山
南
中
町

の
一
部
）は
、久
保
田
南
部
の
足
軽
町
内
に

設
置
さ
れ
た
町
人
町
で
す
。従
来
の
研
究

に
よ
り
、元
禄
十
五（
一
七
〇
二
）年
に
米

家
督
を
獲
得
し
た
経
緯
や
、周
辺
村
々
の

家
督
破
り
の
横
行
に
対
す
る
米
家
督
争
い

の
様
子
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま

す
。久
保
田
で
は
、米
家
督
と
は
城
下
町
内

で
の
米
の
小
売
・
突
売
を
承
認
さ
れ
る
営

業
特
権
を
意
味
し
ま
す
。し
か
し「
米
沢
町

記
録
」に
は
、こ
の
米
家
督
に
関
連
す
る
資

料
に
と
ど
ま
ら
ず
、町
運
営
や
住
民
構
造
、

経
済
状
況
な
ど
町
人
の
生
活
や
動
向
に
関

す
る
情
報
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
中
心
資
料
と
な
る
の
が
、文
化
元

（
一
八
〇
四
）年
か
ら
安
政
五（
一
八
五
八
）

年
に
お
よ
ぶ
全
四
〇
冊
の「
丁

ち
ょ
う
だ
い

代
日
記
」

で
す
。丁
代
と
は
、町
奉
行
や
庄
屋
か
ら
の

連
絡
を
町
内
に
通
達
し
た
り
、町
内
の
動

向
を
控
帳
に
ま
と
め
た
り
す
る
役
割
の
町

役
人
で
す
。こ
の
日
記
に
は
そ
の
年
の
正

月
の
米
相
場
の
金
額
、米
沢
町
町
人
の
人

数
と
組
合
構
成
、そ
し
て
丁
代
と
錠じ

ょ
う
し
ば
ん

笥
番

（
金
銭
や
米
穀
を
取
り
扱
い
、管
理
す
る
町

役
人
）を
務
め
る
町
人
名
の
他
に
、町
内
の

出
来
事
、藩
の
会
談
所
や
庄
屋
か
ら
の
通

達
な
ど
が
数
多
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

次
に
ま
と
ま
っ
た
資
料
と
し
て
、弘
化

三（
一
八
四
六
）年
か
ら
安
政
五
年
に
わ
た

る
米
沢
町
の
収
支
を
記
し
た「
勘
定
帳
」が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。こ
れ
に
よ
り
、当
時
の
公

的
出
費
の
内
訳
が
、毎
月
の
役
銭
、各
神
社

へ
奉
納
す
る
初
穂
、庄
屋
に
対
す
る
礼
銭
、

丁
代
任
務
の
必
要
経
費
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。丁
代
の
経
費
が「
丁
代
筆
墨
箋

袴
代
」と
具
体
的
に
記
さ
れ
る
点
が
興
味

深
い
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、米
沢
町
の
由
緒
を
示
す
願
書
や

口
上
書
、町
の
範
囲
や
地
形
を
示
す
検
地

帳
や
坪
割
帳
、役
負
担
な
ど
の
様
子
を
あ

ら
わ
す
証
文
類
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。米

沢
町
は
文
化
十
三（
一
八
一
六
）年
六
月
朔

日
に
火
災
に
見
舞
わ
れ
た
こ
と
が
当
時
の

記
録
よ
り
明
ら
か
で
、こ
の
際
に
多
く
の

資
料
が
失
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。そ

の
よ
う
な
状
況
で
残
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
資

料
は
、米
沢
町
の
成
立
や
役
割
を
示
す
基

本
資
料
と
し
て
当
時
か
ら
大
切
に
保
管
・

管
理
さ
れ
て
き
た
可
能
性
が
高
い
と
言
え

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
他
に
も
、丁
代
に
提
出
さ
れ
た
証

文
や
願
書
類
を
綴
っ
た
ま
と
ま
り
が
残

り
、例
え
ば
米
沢
町
の
住
民
異
動
に
つ
い

て
、そ
の
理
由
や
背
景
、屋
敷
譲
渡
の
様
子

な
ど
を
探
る
こ
と
が
で
き
、当
時
の
住
民

動
向
の
復
元
も
可
能
で
す
。

当
館
の
古
文
書
は
秋
田
藩
の
藩
政
文

書
が
中
心
で
あ
り
、城
下
町
久
保
田
の

町
方
文
書
は「
大
町
三
丁
目
記
録
」（
特

一
五
九
二
〜
一
五
九
七
）や
佐
々
木
弥
左

衛
門
家
に
関
す
る
資
料（
Ａ
二
八
八
．三

－

二
一
〜
二
四
）な
ど
、非
常
に
限
ら
れ
て

い
ま
す
。豊
富
な
情
報
を
含
む「
米
沢
町
記

録
」を
、城
下
町
久
保
田
の
町
人
社
会
研
究

を
は
じ
め
、様
々
な
分
野
で
活
用
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

な
お
、拙
稿「
秋
田
藩
米
家
督
町
に
関

す
る
一
考
察
」（
秋
田
県
公
文
書
館「
研
究

紀
要
」第
一
四
号
）で
、よ
り
詳
細
な
紹
介

を
し
て
い
ま
す
の
で
、あ
わ
せ
て
参
照
し

て
く
だ
さ
い
。（

古
文
書
班　

加
藤
昌
宏
）

米沢町記録　丁代日記
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合併前の旧湯沢町駅前（昭和29年頃）

〈
期
間
〉八
月
二
十
八
日
〜
十
月
十
九
日

〈
場
所
〉当
館
特
別
展
示
室

今
年
度
の
企
画
展
で
は
、秋
田
県
内
の

市
町
村
合
併
が
一
段
落
し
た
機
会
に
、廃

藩
置
県
か
ら
平
成
の
合
併
ま
で
の
行
政

区
画
の
変
遷
を
公
文
書
で
た
ど
り
ま
し

た
。館
所
蔵
の
秋
田
県
庁
文
書
お
よ
び
郡

役
所
文
書
と
と
も
に
、市
町
村
か
ら
借
用

し
た
戦
前
の
貴
重
な
公
文
書
も
展
示
し

ま
し
た
。県
や
市
町
村
が
ど
の
よ
う
な
歴

史
を
経
て
現
在
に
至
っ
た
か
を
紹
介
し
、

そ
れ
を
記
録
し
た
市
町
村
公
文
書
を
保

存
利
用
す
る
重
要
性
も
ア
ピ
ー
ル
す
る

構
成
で
し
た
。

当
館
で
は
、市
町
村
史
料
保
存
機
関
連

絡
会
議
で
平
成
十
四
年
度
以
来
、合
併
時

の
市
町
村
公
文
書
の
保
存
を
テ
ー
マ
に
取

り
上
げ
、十
七
年
度
か
ら
は
市
町
村
公
文

書
等
保
存
状
況
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
企
画
展
も
、こ
の
よ
う
な
公
文
書

保
存
支
援
活
動
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

で
す
。

展
示
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
す
。

第
一
区
…
廃
藩
置
県
と
秋
田
県
の
成
立

第
二
区
…
大
区
小
区
制

第
三
区
…
市
制
・
町
村
制
施
行
と
明
治
の    

町
村
合
併

第
四
区
…
郡
制
と
郡
役
所

第
五
区
…
戦
時
体
制
と
地
方
総
監
府

第
六
区
…
地
方
自
治
法
施
行
と
新
県
政

第
七
区
…
昭
和
の
市
町
村
合
併

第
八
区
…
平
成
の
市
町
村
合
併

第
九
区
…
市
町
村
合
併
と
公
文
書
保
存

第
一
区
で
は
明
治
四（
一
八
七
一
）年

七
月
の
廃
藩
置
県
後
に
現
在
の
秋
田
県
域

に
成
立
し
た
旧
亀
田
県
や
旧
本
荘
県
の
管

内
絵
図
な
ど
を
紹
介
し
ま
し
た
。

第
二
区
で
は
、従
来
よ
く
知
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
秋
田
県
の
大
区
小
区
制
を
パ
ネ

ル
で
解
説
し
ま
し
た
。特
に「
秋
田
県
第
七

大
区
中
第
一
小
区
陸
中
国
鹿
角
郡
毛
馬
内

町
毛
馬
内
村
略
絵
図
」は
観
覧
者
の
目
を

惹
き
ま
し
た
。

第
三
区
で
は
、「
市
町
村
制
取
調
事
務

簿
」等
を
展
示
し
、市
制
・
町
村
制
へ
の
移

り
変
わ
り
を
紹
介
し
ま
し
た
。

第
四
区
で
は
、
郡
役
所
文
書
を
中
心

に
、郡
制
と
郡
役
所
を
解
説
し
ま
し
た
。

十
和
田
湖
の
国
立
公
園
指
定
候
補
に
関

す
る
鹿
角
郡
役
所
文
書
は
、観
覧
者
の
関

心
を
呼
び
ま
し
た
。

第
五
区
で
は
、本
土
決
戦
を
想
定
し
た

広
域
行
政
区
の
地
方
総
監
府
、ま
た
戦
時

中
の「
週
報
」も
紹
介
し
ま
し
た
。

第
六
区
で
は
、地
方
自
治
法
下
で
実
施

さ
れ
た
最
初
の
県
知
事
選
挙
に
関
す
る
告

示
等
を
展
示
し
、ま
た
戦
後
の
県
庁
機
構
の

再
編
の
様
子
も
パ
ネ
ル
展
示
し
ま
し
た
。

第
七
区
で
は
昭
和
の
合
併
を
扱
い
、県

の
町
村
合
併
促
進
審
議
会
の
写
真
と
、各

市
町
村
の
合
併
関
係
事
務
簿
を
前
期
・
中

期
・
後
期
で
入
れ
替
え
展
示
し
ま
し
た
。合

併
関
係
の
事
務
簿
に
は
、合
併
直
前
の
商

店
街
を
記
録
し
た
貴
重
な
写
真
も
あ
り
、

大
判
パ
ネ
ル
に
し
て
展
示
し
ま
し
た
。

第
八
区
で
は
、平
成
の
合
併
後
の
新
行

政
区
画
を
パ
ネ
ル
で
示
し
、ま
た
合
併
に

関
す
る
県
の
広
報
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
、町

村
記
念
誌
も
展
示
し
ま
し
た
。

第
九
区
で
は
、当
館
の
公
文
書
保
存
支

援
活
動
を
パ
ネ
ル
紹
介
す
る
と
共
に
、秋

田
市
、由
利
本
荘
市
、八
峰
町
か
ら
借
用
し

た
戦
前
の
公
文
書
を
展
示
し
ま
し
た
。八

峰
町
の
旧
八
森
村
役
場
文
書
は
、戦
前（
昭

和
三
〜
十
八
年
）に
実
施
さ
れ
て
い
た
陪

審
員
制
度
に
関
す
る
も
の
で
す
。県
内
で

も
珍
し
い
資
料
で
あ
り
、平
成
二
十
一
年

五
月
ま
で
に
施
行
さ
れ
る
裁
判
員
制
度
と

の
関
連
で
観
覧
者
の
興
味
を
惹
き
ま
し

た
。ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
過
去
を
学
ぶ
姿
勢

と
共
に
、市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
保
存

の
重
要
性
も
強
調
で
き
た
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

今
回
の
企
画
展
は
、秋
田
わ
か
杉
国
体
の

文
化
芸
術
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
に
も
組
み

込
ま
れ
ま
し
た
。同
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
開
催
地

の
文
化
の
紹
介
も
目
的
と
し
て
お
り
、公
文

書
館
で
は
企
画
展
を
通
し
て
秋
田
県
の
近

現
代
史
を
紹
介
す
る
役
割
も
果
た
し
ま
し

た
。ま
た
、全
国
大
会
等
と
の
連
携
を
通
し

て
、自
治
体
の
歴
史
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
紹
介
す
る
資
料
を
提
供
す
る
機
関
と
し

て
、公
文
書
館
の
今
後
の
可
能
性
を
示
唆
し

た
機
会
で
も
あ
り
ま
し
た
。

（
公
文
書
班　

柴
田
知
彰)

「
秋
田
県
の
成
立
と
市
町
村
の
移
り
か
わ
り

－

廃
藩
置
県
か
ら
平
成
の
合
併
ま
で

－

」

平
成
十
九
年
度　

企
画
展
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特
選
展
示
は『
公
文
書
館
所
蔵
の
秋
田

県
指
定
有
形
文
化
財
』を
テ
ー
マ
に
、十
一

月
二
日
〜
二
十
九
日
の
四
週
間
の
日
程
で

開
催
し
ま
し
た
。

い
ま
す
。そ
の
中
に
は
、「
出
羽
一
国
御
絵

図
」や「
梅
津
政
景
日
記
」・「
国
典
類
抄
」な

ど
全
国
的
に
注
目
さ
れ
て
い
る
資
料
も
含

ま
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、こ
う
し
た
貴
重
な
文
化
財
を

一
堂
に
掲
げ
、広
く
紹
介
す
る
た
め
特
選

展
示
を
企
画
し
ま
し
た
。

ま
た
、こ
の
機
会
に
当
館
が
次
期
文
化

財
指
定
の
候
補
と
し
て
挙
げ
て
い
る「
秋

田
県
庁
近
代
文
書
群
」（
一
万
数
千
点
）も

合
わ
せ
て
紹
介
し
ま
し
た
。

今
回
の
展
示
で
は
、ま
ず
、最
新
の
指

定
文
化
財
で
あ
る「
日
本
六
十
余
州
国
々

切
絵
図
」の
中
で「
出
羽
国
」（
複
製
）を
紹

介
し
ま
し
た
。

次
に「
秋
田
領
給
人
町
絵
図
」と
し
て
、

大
館
・
檜
山
・
刈
和
野
・
角
館
・
横
手
・
湯
沢
・

院
内
の
所
預
・
組
下
持
の
置
か
れ
た
領
内

要
所
の
各
給
人
町
絵
図（
複
製
）を
、続
い

て「
久
保
田
城
下
絵
図
」と
し
て
、正
保
の
城

絵
図（
正
保
の「
出
羽
一
国
御
絵
図
」と「
郷

帳
」と
と
も
に
作
製
さ
れ
提
出
さ
れ
た
も

の
の
控
え
）二
点（
複
製
）と
宝
暦
の
久
保
田

城
下
絵
図（
複
製
）を
紹
介
し
ま
し
た
。

そ
し
て「
佐
竹
北
家
日
記
」（
原
本
）・

「
羽
陽
秋
北
水
土
録
」（
原
本
）・「
国
典
類

抄
」（
原
本
）・「
梅
津
政
景
日
記
」（
原
本
）・

「
出
羽
一
国
御
絵
図
」（
複
製
）と
続
き
、さ

ら
に「
秋
田
県
庁
近
代
文
書
群
」の
中
か
ら

選
り
す
ぐ
り
の
九
点（
原
本
）を
紹
介
し
ま

し
た
。

四
週
間
の
短
い
期
間
で
は
あ
り
ま
し

た
が
、二
、〇
〇
〇
名
を
上
回
る
方
々
に
ご

覧
い
た
だ
き
、ま
た
、展
示
終
了
後
に
閲
覧

請
求
や
問
い
合
わ
せ
も
寄
せ
ら
れ
る
な
ど

反
響
が
あ
り
ま
し
た
。

当
館
で
は
、今
後
も
こ
う
し
た
機
会
を

通
し
て
、よ
り
多
く
の
所
蔵
資
料
を
紹
介

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
古
文
書
班　

伊
藤
成
孝
）

当
館
で
は
一
昨
年
よ
り
幕
末
秋
田

藩
の
家
老
宇
都
宮
孟
綱
の
日
記
を
刊

行
し
て
い
ま
す
が
、こ
の
三
月
に
第

三
巻
を
刊
行
し
ま
し
た
。第
三
巻
は

嘉
永
二（
一
八
四
九
）年
一
月
か
ら
嘉

永
五
年
十
二
月
ま
で
の
日
記
を
対
象

に
翻
刻
し
て
い
ま
す
。

時
期
的
に
は
ペ
リ
ー
が
来
航
す
る

直
前
で
あ
り
、激
動
期
を
迎
え
る
直

前
の
秋
田
藩
の
様
子
が
よ
く
わ
か
り

ま
す
。

と
り
わ
け
、秋
田
藩
は
嘉
永
二
年

五
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
幕
府
か
ら

目
付
を
迎
え
て
お
り
、幕
府
役
人
の
長

期
滞
在
に
家
老
と
し
て
ど
の
よ
う
な

対
応
を
し
た
の
か
が
わ
か
り
ま
す
。

な
お『
宇
都
宮
孟
綱
日
記
』は
各
都

道
府
県
の
公
文
書
館
や
図
書
館
で
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
が
、五
千
五
百
円
で

頒
布
も
し
て
い
ま
す
。御
希
望
の
方
は

左
記
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

秋
田
県
公
文
書
館
は
、県
指
定
有
形
文

化
財
と
し
て
昭
和
二
十
七
年（
一
九
五
二
）

十
一
月
に
本
県
で
二
番
目
に
指
定
さ
れ

た「
出
羽
一
国
御
絵
図
」か
ら
平
成
十
八

年
度（
二
〇
〇
六
）指
定
の「
日
本
六
十
余

州
国
々
切
絵
図
」六
十
九
点
に
至
る
合

計
九
件
で
八
十
六
点（
詳
細
な
点
数
は

一
、三
四
四
点
）も
の
資
料
群
を
所
蔵
し
て

「
公
文
書
館
所
蔵
の秋

田
県
指
定
有
形
文
化
財
」

平
成
十
九
年
度　

特
選
展
示

『
宇う

つ

の

み

や

た

け

つ

な

都
宮
孟
綱
日
記
』

第
三
巻

〒
０
１
１

－

０
９
０
１

秋
田
市
寺
内
三
千
刈
一
一
〇

－

一

秋
田
活
版
印
刷
株
式
会
社

1
０
１
８（
８
８
８
）３
５
０
０

刊
行
物
の
お
知
ら
せ

翻
刻
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米川恒夫氏による基調講演

平
成
十
七
年
度
か
ら
始
め
た
本
調
査

は
、自
立
を
選
択
し
た
十
市
町
村
を
今
年

度
に
実
施
し
、全
市
町
村(

現
在
二
十
五
、

合
併
前
六
十
九)

の
調
査
を
終
え
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。市
町
村
の
方
々
の
御
協

力
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。 

公
文
書
の
散
逸

や
廃
棄
は
、合
併
が
遠
因
に
な
る
こ
と
も

あ
る
で
し
ょ
う
が
、直
接
的
な
要
因
と
し

て
は
、①
庁
舎
の
移
転
・
改
築
の
際
の
整

理
・
廃
棄
、②
書
庫
や
倉
庫
が
手
狭
に
な
っ

た
た
め
の
ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
、③
文
書
管

理
規
程
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
保
存
期
間
経

過
後
の
廃
棄
、④
地
震
・
火
災
な
ど
の
災
害

に
よ
る
消
失
が
主
な
原
因
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
て
き
ま
し
た
。こ
れ
ら
は
、自
立
を

選
択
し
た
市
町
村
で
も
起
こ
り
う
る
こ
と

で
す
。

本
調
査
を
通
じ
、今
後
の
公
文
書
の
適

切
な
保
存
・
利
用
の
た
め
に
必
要
と
感
じ

た
と
こ
ろ
を
い
く
つ
か
述
べ
た
い
と
思
い

ま
す
。

一
、
公
文
書
の
保
存
場
所
が
散
在
し
て
お

り
、早
急
に
所
在
情
報
を
共
有
化
し
、将
来

的
に
は
集
積
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

廃
棄
、時
の
経
過
に
よ
る
忘
却
、紙
の

劣
化
を
防
が
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

二
、
現
用
の
公
文
書
、非
現
用
と
な
っ
た

公
文
書
を
問
わ
ず
、目
録
の
整
備
が
大
切

で
あ
る
こ
と
。

住
民
に
と
っ
て
公
文
書
の
公
開
や
利

用
を
求
め
る
に
は
目
録
が
拠
り
所
に
な
り

ま
す
か
ら
、目
録
が
な
い
と
情
報
隠
し
と

と
ら
え
ら
れ
か
ね
ま
せ
ん
。

三
、
公
文
書
館
法
に
基
づ
く
公
文
書
等
の

利
用
に
関
す
る
規
程
を
整
備
す
る
必
要
が

あ
る
こ
と
。

当
面
は
情
報
公
開
制
度
を
利
用
し
て

公
開
す
る
方
法
も
あ
り
え
ま
す
。た
だ
、情

報
公
開
制
度
は
、現
用
の
公
文
書
が
対
象

で
、非
現
用
と
な
り
歴
史
資
料
と
な
っ
た

公
文
書
へ
の
適
用
は
本
来
的
に
は
趣
旨
に

沿
わ
な
い
も
の
で
す
。

訪
問
調
査
は
ひ
と
ま
ず
終
了
し
ま
す

が
、そ
の
成
果
を
還
元
す
る
と
と
も
に
、公

文
書
館
の
設
立
や
公
文
書
館
機
能
を
持
と

う
と
す
る
市
町
村
に
は
、引
き
続
き
支
援

し
て
い
く
予
定
で
す
。合
併
を
機
に
公
文

書
が
散
逸
す
る
、そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、と

始
め
た
本
調
査
で
す
が
、こ
れ
が
契
機
と

な
り
、各
市
町
村
が
公
文
書
館
機
能
を
保

有
す
る
こ
と
と
な
れ
ば
、と
願
っ
て
や
み

ま
せ
ん
。

(

公
文
書
班　

堤　

明
彦)

当
館
で
は
、平
成
十
九
年
十
一
月
十
五

日
に「
公
文
書
・
古
文
書
の
公
開
と
利
用
」

を
テ
ー
マ
と
し
た
標
記
会
議
を
開
催
し
、

四
十
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

会
議
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

一　

基
調
講
演

「
国
立
公
文
書
館
の
公
開
制
度

－

歴
史
公
文
書
と
個
人
情
報

－

」

国
立
公
文
書
館　

米
川
恒
夫
氏

二　

報　
　

告

①
市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
公
開
に

向
け
て秋

田
県
公
文
書
館　

煙
山
英
俊

②
古
文
書
の
公
開
と
利
用

秋
田
県
公
文
書
館　

畑
中
康
博

三　

情
報
交
換

講
演
の
中
で
米
川
氏
は
、「
日
本
の
公

文
書
管
理
は
他
の
先
進
諸
国
と
比
較
す
る

と
立
ち
遅
れ
て
い
ま
す
。公
文
書
等
は
国

民
共
有
の『
資
産
』で
あ
り
、『
公
開
制
度
は

何
の
た
め
に
あ
る
の
か
』と
い
う
目
的
意

識
を
し
っ
か
り
持
っ
て
、地
方
自
治
体
の

中
か
ら『
公
文
書
館
モ
デ
ル
』と
な
る
よ
う

な
事
例
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
。」と
話
し
、

「
公
開
と
利
用
」に
向
け
地
方
自
治
体
の
奮

起
を
促
し
ま
し
た
。

ま
た
、当
館
で
の
公
文
書
、古
文
書
の

公
開
と
利
用
等
に
関
す
る
事
例
報
告
を
行

い
、そ
の
後
の
参
加
者
と
の
情
報
交
換
で

は
、歴
史
的
文
書
の
保
存
に
関
す
る
規
程

等
の
改
正
や
公
文
書
館
設
立
検
討
会
の
設

置
な
ど
の
取
り
組
み
が
市
町
村
か
ら
報
告

さ
れ
、県
内
市
町
村
に
お
い
て
公
文
書
等

の
保
存
・
公
開
に
向
け
た
動
き
が
活
発
化

し
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
ま
し
た
。

(

公
文
書
班　

髙
橋
寿
樹)

平
成
十
九
年
度　

市
町
村
公
文
書
等
保
存
状
況
調
査

平
成
十
九
年
度　

市
町
村
史
料
保
存
機
関
連
絡
会
議
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当
館
で
は
、今
年
度
初
め
て「
高
校
生

の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
」と「
教
職
十
年
経

験
者
研
修
」の
受
け
入
れ
を
し
ま
し
た
。

「
高
校
生
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
」

は
、七
月
の
三
日
間
、秋
田
県
立
能
代
高

等
学
校
の
生
徒
二
名
が
、古
文
書
解
読

講
座
の
準
備
を
は
じ
め
、未
整
理
資
料

の
整
理
作
業
、企
画
展
の
準
備
な
ど
を

体
験
し
ま
し
た
。

「
教
職
十
年
経
験
者
研
修
」で
は
、八
月

に
県
立
大
曲
高
等
学
校
の
教
諭
、十
二
月

に
は
、県
立
横
手
高
等
学
校
の
教
諭
が
各

五
日
間
、主
に「
公
文
書
館
設
置
の
意
義
」

「
公
文
書
館
の
業
務
の
流
れ
」の
説
明
を

受
け
た
後
、未
整
理
資
料
の
整
理
と
目
録

作
成
や
カ
ウ
ン
タ
ー
実
習
な
ど
に
取
り

組
み
、短
い
期
間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

じ
っ
く
り
と
公
文
書
館
業
務
を
体
験
し

ま
し
た
。

 (
古
文
書
班　

伊
藤
成
孝)

歴史講座…当館の所蔵資料をもとに、秋田の歴史について深く学びたいと考えている方を対象に実施
期　日 テ　ー　マ 講　師　名

第1回   6/  8 南北朝の内乱と北羽 塩　谷　順　耳
(前秋田市史編纂中世部会長)

第2回   7/27 関ヶ原合戦と秋田の変動～統治をめぐる中央と地方の葛藤～ 加　藤　民　夫
第3回   8/24 岡本元朝と秋田藩の修史事業 伊　藤　成　孝

第4回 10/12 天保の大飢饉と北浦一揆 茶　谷　十　六
(民族芸術研究所理事長)

第5回 12/  1 幕末期から明治10年代にかけての秋田のコレラ対策 菊　池　保　男
第6回   2/  8 秋田県の実業補習学校について 煙　山　英　俊

古文書解読基礎講座…はじめて古文書を学ぶ方を対象に、3回シリーズでⅠ期とⅡ期に分けて少人数制で実施
Ⅰ期   Ⅱ期 テ　ー　マ 講　師　名

第1回
第2回
第3回

7/  7
7/21 
8/  4

・
・
・

8/18
9/  1
9/15

「国典類抄」に見る吉良上野介
系図関係資料を読む
大久保彦左衛門の「三河物語」を読む

 菊　池　保　男

古文書解読専修講座…これまでに古文書を読んだ経験のある方、現在勉強されている方を対象に実施
期　日 テ　ー　マ 講　師　名

第1回 7/24 ①秋田藩家蔵文書 天英公(義宣)から小場源左衛門宛の書状を読む
②江戸のベストセラーを読もう

越　中　正　一
畑　中　康　博

第2回 9/18 ①利根川・荒川手伝普請と秋田藩
②「東遊雑記」がしるす近世中期の東国秋田～古河古松軒の秋田観～

伊　藤　成　孝
渡　部　紘　一

第3回 11/13 ①天保の国絵図と森吉嶽②明治二年、庄内取締～或る久保田藩士の日記から～
加　藤　昌　宏
嵯　峨　稔　雄

所蔵資料活用講座…所蔵資料の活用方法を中心とした内容の講座を、今年新たに実施
期　日   テ　ー　マ 講　師　名
8/8 先祖調べを中心として 畑　中　康　博

「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
」

「
教
員
十
年
目
研
修
」
の
受
入
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
度　

各
種
講
座

研修の様子（上下とも）
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秋
田
県
公
文
書
館

平
成
二
十
年
度
の
事
業
計
画

「
海
岸
絵
図
」 

(

県
Ｃ

－

５
９
８)

日
本
近
海
に
出
没
す
る
外
国
船
に

脅
威
を
覚
え
た
江
戸
幕
府
は
、嘉
永
二

（
一
八
四
九
）年
九
月
、全
国
の
大
名
に
次

の
事
項
を
書
き
入
れ
た
海
岸
絵
図
の
作
製

を
命
じ
ま
す
。

①
城
下
や
村
か
ら
海
岸
ま
で
の
距
離

②
沖
合
約
五
十
四
メ
ー
ト
ル
か
ら
約

三
千
二
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
水
深

③
隣
領
領
主
の
名
前

こ
の
要
求
項
目
を
満
た
し
た
絵
図
を

幕
府
に
提
出
す
る
た
め
に
は
海
岸
や
道
路

の
正
確
な
測
量
が
必
要
で
あ
り
、秋
田
藩

で
は
用
人
兼
御
境
目
奉
行
の
吉
川
久
治
が

こ
の
任
に
あ
た
り
ま
し
た
。

『
宇
都
宮
孟
綱
日
記
』嘉
永
三
年
十
一

月
二
十
六
日
条
に
は
、吉
川
久
治
が
完
成

し
た
海
岸
絵
図
を
披
露
し
、こ
れ
を
見
た

宇
都
宮
孟
綱
は「
是こ

れ
ま
で
こ
れ
な
き
さ
い
み
つ

迄
無
之
細
密
、至
極
結

構
ニ
出で

き
い
た
し
そ
う
ろ
う

来
致
候
。久
治
事
は
ケ
様
之
事
ニ

相あ
い
た
っ
し
そ
う
ろ
う
も
の

達
候
者
に
て
、後ご

じ
ん
の
く
わ
え
そ
う
ろ
う
と
こ
ろ
こ
れ
な
く

人
之
加
候
処
無
之
、

誠
ニ
御
宝
物
ニ
在こ

れ
あ
り
そ
う
ろ
う
な
り

之
候
也
」と
絶
賛
し
た

記
事
が
あ
り
ま
す
。

絵
図
を
見
る
と
北
緯
四
〇
度
の
線
が

書
か
れ
て
お
り
、秋
田
藩
の
絵
図
作
製
技

術
の
頂
点
を
見
る
感
じ
が
し
ま
す
。

田
口
勝
一
郎
収
集
文
書
群（
秋
田
市
）

吉
澤
家
文
書（
東
京
都
）

表
紙
解
説

◆
総
括
的
事
項

●『
研
究
紀
要
』第
十
五
号
の
発
行

●『
公
文
書
館
だ
よ
り
』第
二
十
三

号
の
発
行

●
秋
田
県
公
文
書
館
懇
話
会
の
開
催

●
県
内
市
町
村
と
の
連
絡
会
議
の

開
催

●『
事
業
年
報
』第
十
五
号
の
公
表

◆
公
文
書
班
事
業
計
画

●
公
文
書
館
普
及
展
の
開
催

●
閲
覧
室
常
設
展
示
の
実
施

●
公
文
書
の
引
渡（
知
事
部
局
及

び
教
育
委
員
会
）

●
公
文
書
の
引
渡
体
制
の
整
備
奨

励（
議
会
、教
育
委
員
会
以
外
の

行
政
委
員
会
）

●
公
文
書
の
評
価
選
別(

保
存
・
廃

棄)

●
公
文
書
の
非
公
開
情
報
点
検
、

目
録
整
備
及
び
公
開
の
推
進

●
公
文
書
の
件
名
入
力
及
び
公
開

●
行
政
刊
行
物
の
収
集
、目
録
整

備
及
び
公
開

●
行
政
資
料
所
在
調
査

●
市
町
村
の
公
文
書
館
機
能
の
推

進
支
援

●
公
文
書
の
保
護
及
び
複
製
物
作
成

●「
秋
田
県
庁
文
書
群
目
録
」第
六

集
の
発
行

◆
古
文
書
班
事
業
計
画

●
古
文
書
の
整
理
及
び
目
録
の

整
備

●
絵
図
の
複
製

●
古
文
書
の
修
復

●
古
文
書
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

化
・
複
製
品
化

●「
北
家
日
記
」の
翻
刻
原
稿
の
照
合

●
館
外
資
料
の
収
集(

県
内
・
外
の

資
料
を
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化)

●
資
料
調
査(

県
内
・
外
数
カ
所

で
実
施)

●
講
座
の
開
催 

古
文
書
解
読
講
座

　

資
料
活
用
講
座　

歴
史
講
座

●「
古
文
書
倶
楽
部
」(

古
文
書
広

報
紙)

の
発
行

●「
宇
都
宮
孟
綱
日
記
」(

第
四
巻)

の
刊
行
と
デ
ジ
タ
ル
化

●
企
画
展
の
開
催

平
成
十
九
年
度 

　
　

寄
贈
・
寄
託
史
料

公
文
書
館
だ
よ
り　
第
二
十
二
号

平
成
二
十
年
三
月
十
日

編
集
発
行 

秋
田
県
公
文
書
館

〒
０
１
０

－

０
９
５
２

秋
田
市
山
王
新
町
十
四

－

三
十
一

電
話
０
１
８（
８
６
６
）８
３
０
１

URL http://www.pref.akita.lg.jp./ kobunsyo/

こ
の
印
刷
物
は
一
、二
〇
〇
部
作
成
し
、 

そ
の
経
費
は
一
部
当
り
七
十
六
円
で
す
。

【
開
館
時
間
】

●
平　

日 

　

十
時
〜
二
十
時(

四
月
〜
十
月)

　

十
時
〜
十
九
時(

十
一
月
〜
三
月)

●
土
・
日
曜
日
、祝
日

　

十
時
〜
十
八
時

【
休
館
日
】

●
毎
月
平
日
の
初
日

●
年
末
年
始

　

(

十
二
月
二
十
八
日
〜
一
月
三
日)

●
特
別
整
理
期
間（
平
成
二
十
年
度
）

(

十
二
月
一
日
〜
十
二
月
八
日)

公
文
書
館　

利
用
案
内




